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学区・区域外就学許可基準 

                             常滑市教育委員会 

 

この基準は、常滑市教育委員会が、学校教育法施行令第８条及び９条（学区・区域外就学等）

の規定に基づき、次の理由により申請があったときは、学区・区域外就学の承諾をすることがで

きる。 

（平成１３年  １月  １日より） 

（平成１８年１２月１５日より） 

（平成２１年  ４月  １日より） 

（平成２７年  ８月 １日より） 

（令和７年 ４月 １日より） 

許  可  基  準 必要添付書類 

１ 住所異動の予定地校へ就学する場合 

 

住所の異動が確定していて、住所異動が学年途中となるため、あ

らかじめ住所異動の予定地校への就学を希望する旨申請があった

とき、異動予定日の学年の初めから許可できる。 

 

指定学校変更願申請書 

２ 学期途中に住所異動する場合 

 

住所異動する者が引き続き従来の学校へ就学を希望する旨申請が

あったとき、その学年末までを限度として許可できる。 

 

指定学校変更願申請書 

３ 児童生徒に障害等がある場合 

 

近距離校への就学を希望する旨申請があったとき、許可できる。 

 

指定学校変更願申請書 

４ 保護者の事情による場合 

①保護者の就労等により、留守家庭児童を保護できる者の所在地に

ある学校への就学を希望する旨申請があったとき、小学校６年生

の学年末を限度として許可できる。 

②やむを得ない事情により、一定期間扶養を他に依頼する場合、扶

養できる者の所在地にある学校への就学を希望する旨申請があっ

たとき、原則として６ヶ月を限度として許可できる。 

③住居の建替えを行うため、他の住居に仮住まいする場合で、建替

える間従来の学校への就学を希望する旨申請があったとき、建替

え終了まで許可できる。 

 

 

指定学校変更願申請書 

（留守家庭児童保護承

諾署名） 

指定学校変更願申請書 

 

 

指定学校変更願申請書 

 

５ 部活動等学校独自の活動 

一定期間継続的に行っていたスポーツ・文化活動が指定学校にな

く、当該活動がある中学校に入学を希望する申請があったとき、許

可できる。 

 

指定学校変更願申請書 

申立書 

６ 下記の事由に該当する場合 

①西之口２丁目、３丁目、４丁目に住所を有し、次年度新たに小学

一年生として就学する児童で、かつ通学の安全が確保される場合に

おいて、大野小学校への就学を希望する旨の申請が７月末までに提

出された場合、許可できる。ただし、上記地域へ転入した場合にお

いては、その時点においてのみ変更を可能とする。 

 

②北汐見坂１丁目、２丁目、３丁目に住所を有している、もしくは

上記６の①の許可を受けている児童のうち、次年度新たに中学一年

生として就学する児童で、かつ通学の安全が確保される場合におい

指定学校変更願申請書 

申立書 

 

 

 

 

 

指定学校変更願申請書 

申立書 
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て、青海中学校への就学を希望する旨の申請が７月末までに提出さ

れた場合、許可できる。ただし、上記①②の地域へ転入した場合に

おいては、その時点においてのみ変更を可能とする。 

 

※本基準６の申請を許可された児童生徒に関しては、今後の通学校

の変更を認めないものとする。 

７ その他 

 

教育委員会との協議の上、やむを得ない理由と認められる場合に

おいて、許可できる。 

指定学校変更願申請書 

申立書 

 

 

※下記の地区については、地区との協議により学校区の変更を認める（申請不要） 

金山字大岨・深谷・鴻ノ巣→鬼崎南小学校、鬼崎中学校 


